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５．省庁別財務書類の作成指針（抜粋）

Ⅵ 連結財務書類
3.連結財務書類の作成方法
(3)連結対象法人に特有の会計処理の修正

連結対象法人に特有の会計処理については、作成基準に合わせるため、以下の例にならって、必要な修正を行って下さい。

① 連結対象法人の資産見返補助金等
前年度末に負債に計上されていた資産見返補助金及び資産見返運営費交付金等は、資産・負債差額の部に振り替えて下さい。また、当該年度

に新たに交付を受け計上された資産見返補助金等については、当該年度の資産・負債差額増減計算書の財源として計上して下さい。（その後、
各省庁等と独立行政法人等の間で相殺消去することとなります。）

② 独立行政法人の運営費交付金等
前年度末に負債に計上されていた運営費交付金債務、預り施設費、預り補助金等及び預り寄付金は、資産・負債差額の部に振り替えて下さい。
また、当該年度に新たに交付を受け計上された運営費交付金債務、預り施設費、預り補助金等及び預り寄付金については、当該年度の資産・負
債差額増減計算書の財源として計上して下さい。（運営費交付金債務、預り施設費及び預り補助金等については、その後、各省庁と独立行政法
人の間で相殺消去することとなります。）

③ 独立行政法人の未収財源措置予定額
資産に計上されている未収財源措置予定額は、取り崩して下さい。また、当該年度に計上した財源措置予定額収益等の収益についても修正し

て下さい。

④ 独立行政法人の法令に基づく引当金等
負債に計上されている法令に基づく引当金等は、独立行政法人会計基準（平成27年1月27日改訂版）第92ではなく、企業会計原則注解18に

より判断し、負債性が認められない場合は、取り崩して下さい。

⑤ 独立行政法人の退職給付引当金等
退職給付引当金を計上していない独立行政法人については、退職給付引当金を計上して下さい。また、当該年度の繰入額等については、業務

費用計算書に費用計上して下さい。
賞与引当金についても、同様に計上して下さい。
なお、各省庁等から独立行政法人への出向者に係る退職給付引当金については、財務書類で計上されているので、独立行政法人での引当外退

職給付引当金を修正する際に二重計上しないようにして下さい。

⑥ 独立行政法人の損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額
行政サービス実施コスト計算書において損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額

を計上している独立行政法人については、当該金額について、それぞれ業務費用計算書の減価償却費、減損損失、その他の経費、固定資産除売
却損益等に計上して下さい。
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